
議会会議録はここで見れます。
◎校区公民館（各館１部）
◎市立図書館（各館２部）
　１部は貸出用

4 4 4

です。
◎インターネット（南九州市ホームページ）
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、
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薦
す
る
も
の
で
す
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任
期
は
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し
た
日
か
ら
３
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間
で
す
。
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事

案
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擁
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◆

　請願・陳情は、市民の皆様の意見や要望を行政に反映させるための制度で誰でも議会に提出すること
ができます。

請願・陳情の提出方法
　請願・陳情の件名、趣旨、提出年月日、提出者の住所・氏名（法人等団体の場合は、その名称・代表
者氏名）を記載し捺印の上、議長宛に提出してください。
　請願の場合は、その趣旨に賛成する市議会議員の紹介が必要となりますので、紹介議員の署名又は捺
印が必要です。
　なお、議会運営委員会２日前（土・日曜日は除く）に受理されたものは、その定例会で審査し、それ
以降に受理したものは、次回以降の定例会で審査することになります。
　詳しいことは、議会事務局（８３－２５１１）までお問い合わせください。

請願・陳情について

請
願・陳
情
書
の
流
れ

議
長
（
事
務
局
）
が
受
理

⬅

議
会
運
営
委
員
会
で
取
り
扱

い
を
審
査

⬅

本
会
議
で
委
員
会
付
託

⬅

常
任
委
員
会
な
ど
で
審
査

⬅

本
会
議
で
議
決

（
採
択
、不
採
択
、継
続
審
査
）

⬅

審
査
結
果
を
請
願
・
陳
情
者

へ
通
知




